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(57)【要約】
【課題】天井の施工を容易に行うことができる天井構造
及び施工方法を提供する。
【解決手段】一実施形態に係る天井構造は、山部２ａ及
び谷部２ｂを有するデッキプレート２を備えた天井構造
１である。天井構造１は、貫通部９と、貫通部９の周囲
を補強する補強部材７と、を備えている。この天井の施
工方法は、貫通部９が形成されるように複数のデッキプ
レート２を配置する工程と、貫通部９の周囲に補強部材
７を配置する工程と、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　山部及び谷部を有するデッキプレートを備えた天井構造であって、
　貫通部と、
　前記貫通部の周囲を補強する補強部材と、
を備えた天井構造。
【請求項２】
　前記貫通部に乗せられる板状部材を備える、
請求項１に記載の天井構造。
【請求項３】
　前記補強部材は、上向きに延びる立ち上がり部を有する、
請求項１に記載の天井構造。
【請求項４】
　前記デッキプレートと前記補強部材とを接続する調整板を備える、
請求項１に記載の天井構造。
【請求項５】
　前記補強部材は、前記デッキプレートの前記貫通部を形成する部分に対して一対に設け
られ、一対の前記補強部材は、前記山部及び前記谷部が並ぶ方向に延在している、
請求項１に記載の天井構造。
【請求項６】
　前記板状部材は、天井に配置される設備を支持する設備パネルである、
請求項２に記載の天井構造。
【請求項７】
　前記設備パネルと前記補強部材との間に介在するスペーサを備える、
請求項６に記載の天井構造。
【請求項８】
　前記補強部材は、前記立ち上がり部を備えたＣＴ形鋼である、
請求項３に記載の天井構造。
【請求項９】
　山部及び谷部を有するデッキプレートを備えた天井の施工方法であって、
　貫通部が形成されるように複数の前記デッキプレートを配置する工程と、
　前記貫通部の周囲に補強部材を配置する工程と、
を備えた施工方法。
【請求項１０】
　山部及び谷部を有するデッキプレートを備えた天井の施工方法であって、
　前記デッキプレートを配置する工程と、
　貫通部の周囲を補強する補強部材を配置する工程と、
　前記デッキプレートに前記貫通部を形成する工程と、
を備えた施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デッキプレートを備えると共に設備が設置される天井構造、及び天井の施工
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、デッキプレートを備えた天井構造が知られている。特許第５７２３７５５号
公報には、凹部及び凸部が交互に形成された断面凹凸形状を有するデッキプレートを備え
たクリーンルームの天井構造が記載されている。この天井構造において、複数のデッキプ
レートは天井の全面を覆うように並設されており、複数のデッキプレートの凹部及び凸部
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は、互いに同一の方向に直線状に延びている。凹部及び凸部が延びる方向におけるデッキ
プレートの両端に位置するエンドクローズ部は、凸部が押し潰された形状とされている。
このエンドクローズ部の高さはデッキプレートの両端に向かうに従って直線的に低くなっ
ている。
【０００３】
　前述の天井構造は、下弦鉄骨及び上弦鉄骨を含むトラス構造を備えており、下弦鉄骨の
下方位置には、天井パネルが設けられている。天井パネルにはフィルタ付き送風機が取り
付けられており、フィルタ付き送風機は、吊り材によって下弦鉄骨に吊り下げられている
。また、前述の公報には、デッキプレートの下に天井パネルを敷設しない場合がある旨が
記載されており、この場合、フィルタ付き送風機は、床置き式空調機とするか、又は下弦
鉄骨に吊り下げられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５７２３７５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述したように、天井構造にはフィルタ付き送風機等の設備が設置されるが、この設備
は、下弦鉄骨の下方位置に設けられた天井パネルに、吊り材によって吊り下げられた状態
で取り付けられている。よって、天井構造の下側に天井パネルと吊材とを配置する作業が
必要となるので、作業が煩雑であるという問題がある。
【０００６】
　天井パネルを敷設しない場合には、フィルタ付き送風機等の設備は、床置き式に限られ
るか、又は下弦鉄骨に吊り下げられる態様で配置される。また、デッキプレートは山部及
び谷部を有しており平板プレートよりも形状が複雑であるため、デッキプレートへの設備
の取り付けが困難であるという問題がある。従って、天井の施工を容易に行えないという
問題がある。
【０００７】
　本発明は、天井の施工を容易に行うことができる天井構造及び施工方法を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る天井構造は、山部及び谷部を有するデッキプレートを備えた天井構造であ
って、貫通部と、貫通部の周囲を補強する補強部材と、を備えている。
【０００９】
　この天井構造は、山部及び谷部を有するデッキプレートを備えている。よって、平板プ
レートから成る天井構造と比較して強度を高めることができるので、デッキプレートに乗
って上方から天井構造及び天井内設備の施工を行うことができる。また、強度が高められ
ていることにより、作業者等が天井構造の上を歩くことができるので、上方からの施工を
容易に行うことができる。また、この天井構造は、貫通部と、貫通部の周囲を補強する補
強部材とを備えている。従って、貫通部に設備を配置することにより、送風機等の設備を
容易に天井に設置することができる。また、この天井構造は、貫通部の周囲を補強する補
強部材を備えているので、貫通部の周囲の強度が低下する事態を回避することができる。
よって、貫通部の周囲で安全に作業を行うことができるので、設備の取り付け作業を効率
よく行うことができる。従って、天井の施工を容易に行うことができる。
【００１０】
　また、前述の天井構造は、貫通部に乗せられる板状部材を備えてもよい。この場合、予
め板状部材に設備を取り付けておくことにより、設備が取り付けられた板状部材を貫通部
に乗せて容易に天井への設備の設置を行うことができる。従って、上方からの設備の設置
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を容易に行うことができる。
【００１１】
　また、補強部材は、上向きに延びる立ち上がり部を有してもよい。この場合、立ち上が
り部を有しない平板状の補強部材と比較して、補強部材の強度を高めることができる。従
って、貫通部の周囲の強度をより高めることができるので、より安全に作業を行うことが
できる。
【００１２】
　また、前述の天井構造は、デッキプレートと補強部材とを接続する調整板を備えてもよ
い。この場合、調整板でデッキプレートと補強部材とを接続することにより、デッキプレ
ート及び補強部材の配置を容易に行うことができる。従って、天井の施工を一層容易に行
うことができる。
【００１３】
　また、補強部材は、デッキプレートの貫通部を形成する部分に対して一対に設けられ、
一対の補強部材は、山部及び谷部が並ぶ方向に延在していてもよい。この場合、貫通部が
形成された部分の周囲に一対の補強部材を配置することができるので、貫通部の周囲を確
実に補強することができる。また、貫通部を形成する予定の部分に予め一対に補強部材を
配置することにより、事前に貫通部の周囲を補強することもできる。
【００１４】
　また、板状部材は、天井に配置される設備を支持する設備パネルであってもよい。この
場合、設備を支持する設備パネルを貫通部に乗せることにより、天井への設備の設置を一
層容易に行うことができる。
【００１５】
　また、設備パネルと補強部材との間に介在するスペーサを備えてもよい。この場合、補
強部材にスペーサが固定された状態で、ビス等を設備パネル及びスペーサに打ち込むこと
により、設備パネル、スペーサ及び補強部材を固定することができる。また、スペーサに
よって設備パネルと補強部材との間に隙間が形成されているので、この隙間にシール部材
を充填しやすくすることができる。従って、天井構造のシーリングを容易に行うことがで
きるので、天井の施工を一層容易に行うことができる。
【００１６】
　また、補強部材は、立ち上がり部を備えたＣＴ形鋼であってもよい。この場合、補強部
材がＣＴ形鋼であることにより、鋼材の体積を抑えて補強部材を軽量化させることができ
る。また、補強部材が立ち上がり部を備えたＣＴ形鋼であることにより、補強部材がＨ形
鋼又はＩ形鋼である場合と比較して、上方からシーリング等を行いやすくすることができ
る。従って、天井構造の施工を更に容易に行うことができる。
【００１７】
　本発明に係る施工方法は、山部及び谷部を有するデッキプレートを備えた天井の施工方
法であって、貫通部が形成されるように複数のデッキプレートを配置する工程と、貫通部
の周囲に補強部材を配置する工程と、を備える。
【００１８】
　この天井の施工方法では、山部及び谷部を有する複数のデッキプレートを配置する。デ
ッキプレートを備えた天井構造は、平板プレートから成る天井構造と比較して強度が高い
ので、デッキプレートに乗って上方から作業を行うことができる。強度が高いことにより
、作業者等は天井構造の上を歩くことができるので、上方からの施工を容易に行うことが
できる。また、この施工方法では、貫通部が形成され、更に、貫通部の周囲には補強部材
が配置される。従って、貫通部に設備を配置することにより容易に設備の設置を行うこと
ができると共に、補強部材により貫通部の周囲の強度が低下する事態を回避することがで
きる。よって、貫通部の周囲でも安全に作業を行うことができ、設備の取り付け作業を容
易に行うことができるので、天井の施工を容易に行うことができる。
【００１９】
　本発明の別の施工方法は、山部及び谷部を有するデッキプレートを備えた天井の施工方
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法であって、デッキプレートを配置する工程と、貫通部の周囲を補強する補強部材を配置
する工程と、デッキプレートに貫通部を形成する工程と、を備える。
【００２０】
　この施工方法は、前述と同様、山部と谷部とを備えたデッキプレートを含む天井構造と
することができるので、作業者等が天井構造の上を歩くことができ、上方からの施工を容
易に行うことができる。また、貫通部と補強部材とを設けることにより、貫通部に設備を
容易に配置できると共に、貫通部の周囲の強度が低下する事態を回避することができる。
また、この施工方法では、貫通部が形成された部分の周囲に補強部材を配置することによ
って貫通部の周囲を確実に補強できると共に、貫通部を形成する予定の部分に予め補強部
材を配置することにより事前に貫通部の周囲を補強することもできる。従って、貫通部の
周囲を補強することで安全に施工を行うことができるので、天井の施工を一層容易に行う
ことができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、天井の施工を容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】第１実施形態に係る天井構造を示す平面図である。
【図２】図１のII－II線断面図である。
【図３】デッキプレート、調整板及び梁を示す縦断面図である。
【図４】デッキプレート、調整板、補強部材及び設備パネルを示す縦断面図である。
【図５】（ａ）～（ｅ）は、変形例に係る補強部材及び設備パネルの接続構造を示す縦断
面図である。
【図６】図１の天井構造の柱の周辺を示す図である。
【図７】設備パネル、梁及び補強部材を示す平面図である。
【図８】図７のVIII－VIII線断面図である。
【図９】図７のIX－IX線断面図である。
【図１０】デッキプレートとクリーンパーティションの接続構造を示す図である。
【図１１】図１０のXI－XI線断面図である。
【図１２】（ａ）は、デッキプレートと照明を示す縦断面図である。（ｂ）は、（ａ）の
照明を拡大させた縦断面図である。
【図１３】デッキプレートと配管を示す縦断面図である。
【図１４】設備パネルと照明を示す縦断面図である。
【図１５】（ａ）は、デッキプレートの端部を押し潰す前の状態を示す斜視図である。（
ｂ）は、（ａ）の端部を押し潰した状態を示す斜視図である。（ｃ）は、（ｂ）の押し潰
した端部を示す側面図である。
【図１６】第２実施形態に係る天井構造を示す平面図である。
【図１７】図１６の天井構造のダクトを示す図である。
【図１８】変形例に係る天井構造を示す縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下では、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳細に説明する。図面の説明
について、同一又は相当する要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００２４】
（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態に係る天井構造１を示す平面図である。天井構造１は、例えば、
温度及び湿度が一定となるように制御されると共に空気清浄度が確保されたクリーンルー
ムの天井を成している。図１に示されるように、天井構造１は、複数のデッキプレート２
と、デッキプレート２の間に配置された複数の設備パネル３（板状部材）と、格子状に配
置された梁４と、縦横の梁４の交差部に位置する柱５とを備える。天井構造１では、例え
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ば、クリーンルームにおいてデッキプレート２の下面が露出した状態とされている。
【００２５】
　図２は、図１のII－II線断面図である。図１及び図２に示されるように、デッキプレー
ト２は、山部２ａと谷部２ｂとを有する波形鋼板であり、山部２ａ及び谷部２ｂは傾斜部
２ｋを介して互いに接続されている。複数のデッキプレート２は、山部２ａ及び谷部２ｂ
が交互に並ぶように配置される。以下では、山部２ａ及び谷部２ｂが並ぶ方向を第１方向
Ｄ１、第１方向Ｄ１に直交する方向であって山部２ａ及び谷部２ｂが延在する方向を第２
方向Ｄ２として説明する。
【００２６】
　デッキプレート２と設備パネル３とは第１方向Ｄ１に交互に配置されている。このよう
にデッキプレート２と設備パネル３が交互に配置されることにより、設備パネル３の両側
に強度が高いデッキプレート２が位置するので設備パネル３の周辺の強度を高めることが
できる。また、複数の設備パネル３は第２方向Ｄ２に沿って並ぶように配置されている。
【００２７】
　梁４は、天井構造１の支持鋼材であり、格子状に配置された梁４の間にデッキプレート
２及び設備パネル３が配置されている。梁４及びデッキプレート２は調整板６を介して互
いに接続されている。デッキプレート２と設備パネル３の間には補強部材７が配置されて
おり、この補強部材７によって設備パネル３の周囲が補強されている。
【００２８】
　設備パネル３は、上下に貫通する貫通部９に配置されており、貫通部９を塞ぐように固
定されている。設備パネル３は、天井構造１を成す空調等の設備を貫通させて支持する設
備貫通部であり、板状とされている。ここで、本明細書において「貫通部」とは、既に貫
通している部分と、後に貫通させる予定である部分と、の両方を含んでいる。更に、「貫
通部」は、デッキプレート２を配置する過程で形成される開口部（複数のデッキプレート
２の間に形成される開口部、及び、デッキプレート２と他の部材との間に形成される開口
部）を含んでいる。また、「設備」とは、天井に設置される設備を示しており、照明、レ
ターン、送風機等の空調、配管、スピーカ、感知器、及び制気口等が含まれる。設備パネ
ル３への設備の設置構造については後に詳述する。
【００２９】
　図３は、デッキプレート２、調整板６及び梁４を示す縦断面図である。梁４は、例えば
、Ｈ形鋼であり、ウェブ４ａ、及びウェブ４ａの下端で水平方向に延びるフランジ４ｂを
有する。デッキプレート２の調整板６側の端部には、調整板６の形状に沿って折り曲げら
れた折り曲げ部２ｃが形成されている。折り曲げ部２ｃは、例えば、水平方向に対して１
２０°程度斜め上方に折り返された第１部分２ｄと、第１部分２ｄよりも先端側で第１部
分２ｄから梁４に向かって折り返された第２部分２ｅとを有する。
【００３０】
　調整板６は、梁４から離れた部分に３つの折り曲げ部６ａ，６ｂ，６ｃを有する。折り
曲げ部６ａは水平方向から延びる部分から斜め上方に折り返されており、折り曲げ部６ｂ
は、折り曲げ部６ａの上端からデッキプレート２に向かって折り曲げられている。折り曲
げ部６ｃは、第２部分２ｅに沿って折り曲げられている。このように、折り曲げ部６ｃは
折り曲げ部２ｃに沿って折り曲げられているので、デッキプレート２と調整板６の接続強
度が高められている。
【００３１】
　梁４のフランジ４ｂの上面には、調整板６とＺ金物１０が固定されている。梁４におい
て、調整板６はフランジ４ｂの上面に沿うように設けられている。Ｚ金物１０は、フラン
ジ４ｂの上面に沿うように配置される第１平板部１０ａと、第１平板部１０ａから立ち上
がる立ち上がり部１０ｂと、立ち上がり部１０ｂの上端から第１平板部１０ａの逆方向に
延びる第２平板部１０ｃとを有する。
【００３２】
　Ｚ金物１０は調整板６よりもウェブ４ａ側に配置されており、Ｚ金物１０と調整板６の
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間にはシール材１１が充填されている。具体的には、フランジ４ｂの上面、立ち上がり部
１０ｂ及び第２平板部１０ｃに囲まれた領域と、調整板６の上面との間にシール材１１が
充填されている。このように梁４、調整板６及びＺ金物１０の間にシール材１１が配置さ
れることにより、梁４、調整板６及びＺ金物１０は隙間なく固定されている。
【００３３】
　図４は、デッキプレート２、調整板８、補強部材７及び設備パネル３を拡大した縦断面
図である。図２及び図４に示されるように、補強部材７は、上方に延びる立ち上がり部７
ａを備える。補強部材７は、例えば、ＣＴ形鋼であり、立ち上がり部７ａを成すウェブ、
及びウェブの下端で水平方向に延びるフランジ部７ｂを有する。立ち上がり部７ａは、フ
ランジ部７ｂの第１方向Ｄ１の中央から上方に延びており、これにより、補強部材７は、
上下が逆とされたＴ字状を成している。
【００３４】
　デッキプレート２の調整板８側の端部には、前述の折り曲げ部２ｃと同様の折り曲げ部
２ｆが形成されている。調整板８は、補強部材７から離れた部分に、折り曲げ部６ａ，６
ｂ，６ｃと同様の折り曲げ部８ａ，８ｂ，８ｃを有する。調整板８は、補強部材７のフラ
ンジ部７ｂの上面に固定されている。
【００３５】
　調整板８の補強部材７側の端部には、上方に折り曲げられた立ち上がり片８ｄが形成さ
れている。立ち上がり片８ｄと、フランジ部７ｂの上面と、立ち上がり部７ａとの間には
シール材１２が充填されている。このように立ち上がり部７ａ、フランジ部７ｂ、及び立
ち上がり片８ｄの間にシール材１２が配置されることにより、補強部材７及び調整板８は
互いに隙間なく固定されている。
【００３６】
　立ち上がり部７ａの調整板８との反対側には設備パネル３が設けられている。設備パネ
ル３は、フランジ部７ｂの上方に設けられており、設備パネル３とフランジ部７ｂとの間
には、スペーサ１３とシール材１４が介在している。スペーサ１３は、設備パネル３の下
面とフランジ部７ｂの上面との間に介在しており、シール材１４はスペーサ１３の貫通部
９側に設けられている。
【００３７】
　スペーサ１３によって設備パネル３と補強部材７との間に間隔が形成されると共に設備
パネル３と補強部材７との間にシール材１４が充填されることにより、天井構造１の貫通
部９の気密性を確保することが可能である。シール材１４は、例えば、変成シリコーンシ
ールである。
【００３８】
　図４に示される例では、下方（設備パネル３の下側）からシール材１４が充填されてい
る。また、設備パネル３及び補強部材７の間に介在するスペーサ及びシール材の配置は、
図４に示される例に限られず適宜変更可能である。例えば、図５（ａ）に示されるように
、シール材１４Ａをスペーサ１３Ａよりも立ち上がり部７ａ側に配置してもよい。このシ
ール材１４Ａは、補強部材７の上方から充填されている。
【００３９】
　図５（ｂ）に示されるように、スペーサ１３Ｂの立ち上がり部７ａ側であって且つ立ち
上がり部７ａと設備パネル３の間の部分にシール材１４Ｂが充填されてもよい。更に、図
５（ｃ）に示されるように、スペーサを省略して設備パネル３の下面とフランジ部７ｂの
上面とが密着すると共に、立ち上がり部７ａと設備パネル３の間に三角シールであるシー
ル材１４Ｃが配置されてもよい。
【００４０】
　また、図５（ｄ）に示されるように、スペーサを省略して設備パネル３の下面とフラン
ジ部７ｂの上面とが密着すると共に、立ち上がり部７ａと設備パネル３の間にシール材１
４Ｄが配置されてもよい。以上のシール材１４Ｂ，１４Ｃ，１４Ｄは、いずれも補強部材
７の上方から充填される。
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【００４１】
　更に、図５（ｅ）に示されるように、設備パネル３の下面とフランジ部７ｂの上面とが
密着すると共に、フランジ部７ｂの側面と設備パネル３の下面とに下方からシール材１４
Ｅが充填されてもよい。以上のように、シール材１４Ａ～１４Ｅを配置した場合でも、天
井構造１の貫通部９の気密性を確保することが可能である。
【００４２】
　図６は、梁４及び柱５の接続構造を示す横断面図である。図６に示されるように、柱５
は、複数本の梁４の間に配置されており、柱５の外周と梁４との間には柱５を囲むように
サポート板１６が取り付けられている。また、互いに交差する２本の梁４と柱５との間に
は調整板６が配置されており、調整板６と梁４との間には前述したシール材１１が充填さ
れている。このように、梁４と柱５の間に調整板６とシール材１１を配置することが可能
である。
【００４３】
　図７は、設備パネル３を示す平面図である。図７に示されるように、平面視において、
設備パネル３は、互いに平行に延びる２本の梁４と、互いに平行に配置される補強部材７
との間に配置されている。設備パネル３は、例えば、その中央部分に設備を支持する設備
支持スペース３ａを備えている。
【００４４】
　図８は、図７のVIII－VIII線断面図を示しており、設備パネル３と梁４との接続構造を
示している。図８に示されるように、設備パネル３とフランジ４ｂの間には、スペーサ１
８とシール材１９が介在している。スペーサ１８及びシール材１９の配置態様は、前述し
たスペーサ１３及びシール材１４の配置態様、又はスペーサ１３Ａ，１３Ｂ及びシール材
１４Ａ～１４Ｅの配置態様と同様であってもよい。スペーサ１８によって設備パネル３と
フランジ４ｂの間に間隔が形成されると共に、設備パネル３とフランジ４ｂの間にシール
材１９が充填されることにより設備パネル３と梁４の間における気密性が確保されている
。
【００４５】
　図９は、図７のIX－IX線断面図である。図９に示されるように、デッキプレート２、調
整板８、補強部材７及び設備パネル３は、第１方向Ｄ１に並んだ状態で固定されている。
設備パネル３と補強部材７の間にスペーサ１３とシール材１４が介在することにより、貫
通部９の気密性が確保されている。
【００４６】
　また、設備パネル３の上面３ｂから設備パネル３及びスペーサ１３にビス２０が打ち込
まれており、このビス２０は設備パネル３を上下に貫通すると共に、スペーサ１３を介し
て設備パネル３を補強部材７に固定している。このように、ビス２０によって、スペーサ
１３を介して設備パネル３と補強部材７を固定することが可能である。
【００４７】
　図１０は、デッキプレート２と、クリーンルームの壁部を成すクリーンパーティション
Ｃとの接続構造を示している。図１０に示されるように、デッキプレート２とクリーンパ
ーティションＣとの間には、断面Ｕ字状の接続部材２１と、デッキプレート２を封止する
鋼板２２と、接続部材２１及び鋼板２２の間に挟み込まれるシーリング材２３とが設けら
れる。シーリング材２３は、接続部材２１と鋼板２２を互いに接着させる。シーリング材
２３は、例えば、発泡ゴムであり、ＥＰＤＭ（エチレン・プロピレン・ジエンゴム）によ
って構成されている。一例として、シーリング材２３は、エプトシーラー（登録商標）で
ある。
【００４８】
　接続部材２１は、クリーンパーティションＣの一方側の面に固定されて上下に延びる第
１部分２１ａと、クリーンパーティションＣの他方側の面に固定されて上下に延びる第２
部分２１ｂと、第１部分２１ａ及び第２部分２１ｂを接続すると共にデッキプレート２の
下面が乗せられる第３部分２１ｃとを有する。
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【００４９】
　第１部分２１ａの下端とクリーンパーティションＣは、シール材２４を介して互いに気
密性が確保されており、第１部分２１ａの上端（第３部分２１ｃの一端）とデッキプレー
ト２の下面との間にはシール材２５が介在している。第３部分２１ｃとデッキプレート２
は、第３部分２１ｃ及びデッキプレート２の下面に挿入されるリベットＲによって互いに
固定されている。
【００５０】
　第２部分２１ｂの下端とクリーンパーティションＣは、シール材２４とビスＢによって
互いに固定されている。鋼板２２は、接続部材２１の外側において第２部分２１ｂの下端
部分からデッキプレート２の上側にまで上下方向に延びており、デッキプレート２を塞ぐ
機能を有する。
【００５１】
　図１１は、図１０のXI－XI線断面図である。図１０及び図１１に示されるように、鋼板
２２は、デッキプレート２の山部２ａの下側部分と相似形状を成しており、山部２ａに下
から嵌め込むように配置される。シーリング材２３は、例えば、デッキプレート２の下側
で枠状に配置されている。鋼板２２とデッキプレート２の下面との間にはシール材２６が
充填されており、このシール材２６、鋼板２２、接続部材２１及びクリーンパーティショ
ンＣにより、クリーンパーティションＣの気密性が確保されている。
【００５２】
　図１２（ａ）及び図１２（ｂ）は、天井構造１の設備の一種である照明３１とデッキプ
レート２との接続構造を示す横断面図である。図１２（ａ）及び図１２（ｂ）に示される
ように、照明３１は、山部２ａの下面に固定される。照明３１は、例えば、デッキプレー
ト２と複数のネジＮによって固定されている。ネジＮはデッキプレート２を上下に貫通し
ており、ネジＮのデッキプレート２の上側の部分とデッキプレート２の上面との間にはシ
ール材２７が配置されている。このシール材２７によって、ネジＮが通されるデッキプレ
ート２の孔が確実に塞がれて気密性が確保されている。
【００５３】
　照明３１とデッキプレート２の下面との間には、パッキン２８とシール材２９が介在し
ている。デッキプレート２は、照明３１の配線を通すための孔部２ｇを備えており、照明
３１は、その平面視の中心が孔部２ｇに位置合わせされた状態でデッキプレート２に固定
されている。
【００５４】
　シール材２９は、孔部２ｇに充填されると共に、照明３１、孔部２ｇの壁面、及びデッ
キプレート２の上面に密着しており、孔部２ｇの気密性を確保している。パッキン２８の
穴にシール材２９を充填しており、パッキン２８は照明３１の上面とデッキプレート２の
下面とに密着している。従って、パッキン２８及びシール材２９によって、デッキプレー
ト２の照明３１が配置される位置の気密性が確保されている。
【００５５】
　図１３は、天井構造１の設備の一種である配管３２とデッキプレート２との接続構造を
示す横断面図である。配管３２は、デッキプレート２の山部２ａを上下に貫通しており、
山部２ａの上面で固定された支持材３３によって支持されている。支持材３３は、配管３
２が通される山部２ａの上面、配管３２が通される山部２ａの一方側に隣接する山部２ａ
の上面、及び、配管３２が通される山部２ａの他方側に隣接する山部２ａの上面、に乗せ
られている。
【００５６】
　すなわち、支持材３３は、３つの山部２ａを跨ぐように配置されるので、安定した配置
とされている。山部２ａ及び支持材３３における配管３２が貫通する部分の上側には、シ
ール材３４が配置されている。シール材３４は、配管３２が貫通する孔部を埋めるように
充填されるので、配管３２が通される部分の気密性を確保している。
【００５７】
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　図１４は、照明３１とは異なる種類の照明３５と、設備パネル３との接続構造を示す横
断面図であり、設備パネル３に対する設備の設置例を示している。設備パネル３には、照
明３５を設置するための孔部３ｅが形成されており、孔部３ｅは、例えば、平面視におけ
る設備パネル３の中央に設けられている。
【００５８】
　照明３５は、孔部３ｅに嵌め込まれる本体部３５ａと、設備パネル３の下側に露出する
照明部３５ｂとを有する。本体部３５ａは、設備パネル３の上側で門形に固定された支持
部材３６によって支持されている。支持部材３６は、設備パネル３の上面３ｂに固定され
ると共に設備パネル３から上方に延びる複数の柱部３６ａと、複数の柱部３６ａの上端同
士を照明３５の上方で連結する連結部３６ｂと、連結部３６ｂから下方に延びると共に本
体部３５ａの上端に連結される複数の支持部３６ｃとを有する。本体部３５ａからは、照
明３５に電力を供給する配線３７等が延び出しており、配線３７は、設備パネル３の上面
３ｂに沿うように配置されている。配線３７は、例えば、複数の配線固定部材３８によっ
て上面３ｂに固定されている。
【００５９】
　照明３５は、孔部３ｅに本体部３５ａが嵌め込まれた状態で設備パネル３に支持されて
いる。照明部３５ｂの上面はパッキン３９を介して設備パネル３の下面に密着している。
具体的には、照明部３５ｂの上面と設備パネル３の下面との間にはパッキン３９が挟み込
まれており、照明３５はパッキン３９が挟み込まれて支持部材３６に引っ張り上げられた
状態で設備パネル３に支持されている。従って、パッキン３９により、設備パネル３と照
明３５の間の気密が確保されている。なお、パッキン３９に代えてシール材が挟み込まれ
ていてもよい。
【００６０】
　図１５（ａ）～図１５（ｃ）は、デッキプレート２の第２方向Ｄ２の端部構造（エンド
クローズ部）を示す図である。デッキプレート２の第２方向Ｄ２の端部は梁４に固定され
ている。また、図１５（ｂ）及び図１５（ｃ）に示されるように、デッキプレート２の第
２方向Ｄ２の端部には、山部２ａの上面から第２方向Ｄ２の一端に向かって下方に傾斜す
る平坦状の第１傾斜面２ｈと、第１傾斜面２ｈの第１方向Ｄ１の両側において第２方向Ｄ
２の一端に向かって下方に傾斜する平坦状の第２傾斜面２ｊが設けられる。第１傾斜面２
ｈと一対の第２傾斜面２ｊは、山部２ａ及び一対の傾斜部２ｋを下方に押し潰すことによ
って形成される。そして、第１傾斜面２ｈ及び第２傾斜面２ｊの境目部分にシール材が充
填されることによって、エンドクローズ部の密閉処理が施されている。
【００６１】
　以上のように構成された天井構造１の施工方法について説明する。まず、梁４に補強部
材７を取り付ける。そして、梁４と補強部材７に囲まれた箇所にデッキプレート２を敷設
する（複数のデッキプレートを配置する工程）。このとき、図９に示されるように、デッ
キプレート２を調整板８及びシール材１２を介して補強部材７に接続する（貫通部の周囲
に補強部材を配置する工程）。
【００６２】
　また、複数のデッキプレート２を梁４に取り付ける。具体的には、図３に示されるよう
に、梁４のフランジ４ｂの上にＺ金物１０を配置し、シール材１１及び調整板６を介して
デッキプレート２を梁４に接続する。このとき、複数のデッキプレート２を貫通部９が形
成されるように配置する。すなわち、図１の設備パネル３の位置に貫通部９が形成される
ように複数のデッキプレート２を配置する。
【００６３】
　そして、補強部材７のフランジ部７ｂの上にスペーサ１３及びシール材１４を介して設
備パネル３を乗せ、設備パネル３及びスペーサ１３に上からビス２０を打ち込むことによ
り、補強部材７の上にスペーサ１３及び設備パネル３を固定する。これと同様に、図８に
示されるように、梁４のフランジ４ｂの上にスペーサ１８及びシール材１９を介して設備
パネル３を乗せて、梁４にスペーサ１８及び設備パネル３を固定する。
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【００６４】
　また、梁４又は補強部材７に設備パネル３を設置する前に、図１４に示されるように、
設備パネル３に対する照明３５等の設備の設置を予め行っておいてもよい。この場合、設
備パネル３の設置後には、照明３５からの配線３７の設置等を行うだけで設備の設置を完
了させることが可能となる。
【００６５】
　また、前述の作業とは別に、図１０、図１２及び図１３に示されるように、クリーンパ
ーティションＣとデッキプレート２との接続、デッキプレート２への照明３１の設置、及
びデッキプレート２への配管３２の設置を行う。以上のように、設備パネル３の配置と、
デッキプレート２に対する各種設備の設置を行った後に天井構造１の施工が完了する。
【００６６】
　次に、本実施形態に係る天井構造１及び施工方法の作用効果について説明する。図２に
示されるように、天井構造１は、山部２ａ及び谷部２ｂを有するデッキプレート２を備え
ている。よって、平板状の天井部材と比較して強度を高めることができるので、デッキプ
レート２に乗って上方から天井構造１の施工を行うことができる。
【００６７】
　また、強度が高められていることにより、作業者等が天井構造１の上を歩くことができ
るので、上方からの施工を容易に行うことができる。また、この天井構造１は、貫通部９
と、貫通部９の周囲を補強する補強部材７とを備えている。従って、貫通部９に設備を配
置することにより、照明３５等の設備を容易に天井に配置することができる。
【００６８】
　また、天井構造１は、貫通部９の周囲を補強する補強部材７を備えているので、貫通部
９の周囲の強度が低下する事態を回避することができる。従って、貫通部９の周囲でも安
全に作業を行うことができるので、設備の取り付け作業を効率よく行うことができる。よ
って、天井の施工を容易に行うことができる。
【００６９】
　また、天井構造１は、貫通部９に乗せられる設備パネル３を備える。よって、予め設備
パネル３に設備を取り付けておくことにより、設備が取り付けられた設備パネル３を貫通
部９に乗せて容易に天井への設備の配置を行うことができる。従って、上方からの設備の
設置を容易に行うことができる。
【００７０】
　また、補強部材７は、上向きに延びる立ち上がり部７ａを有する。よって、立ち上がり
部を有しない平板状の補強部材と比較して、補強部材７の強度を高めることができる。従
って、貫通部９の周囲の強度をより高めることができるので、より安全に作業を行うこと
ができる。
【００７１】
　また、図９に示されるように、天井構造１は、デッキプレート２と補強部材７とを接続
する調整板８を備える。よって、調整板８でデッキプレート２と補強部材７とを接続する
ことにより、デッキプレート２及び補強部材７の配置を容易に行うことができる。従って
、天井の施工を一層容易に行うことができる。
【００７２】
　また、設備パネル３と補強部材７との間に介在するスペーサ１３を備える。従って、補
強部材７にスペーサ１３が固定された状態で、ビス２０を設備パネル３及びスペーサ１３
に打ち込むことにより、設備パネル３、スペーサ１３及び補強部材７を固定することがで
きる。また、スペーサ１３によって設備パネル３と補強部材７との間に隙間が形成されて
いるので、この隙間にシール材１４を充填しやすくすることができる。従って、天井構造
１のシーリングを容易に行うことができるので、天井の施工を一層容易に行うことができ
る。
【００７３】
　また、補強部材７は、立ち上がり部７ａを備えたＣＴ形鋼である。従って、補強部材７
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がＣＴ形鋼であることにより、鋼材の体積を抑えて補強部材７を軽量化させることができ
る。また、補強部材７が立ち上がり部７ａを備えたＣＴ形鋼であることにより、補強部材
がＨ形鋼又はＩ形鋼である場合と比較して、上方からシーリング等を行いやすくすること
ができる。従って、天井の施工を更に容易に行うことができる。
【００７４】
（第２実施形態）
　次に、第２実施形態に係る天井構造４１及び施工方法について図１６及び図１７を参照
しながら説明する。第２実施形態に係る天井構造４１は、デッキプレート２、補強部材７
及び貫通部９とは異なる態様のデッキプレート４２、補強部材４７及び貫通部４９を備え
る。
【００７５】
　第１実施形態では複数のデッキプレート２を貫通部９が形成されるように配置したが、
第２実施形態では孔が開いていないデッキプレート４２を配置して、事後的に貫通部４９
を形成する。従って、デッキプレート４２を配置したときには貫通部４９は形成されてお
らず、事後的な設備の設置必要性等に応じて貫通部４９を形成する。以下では、第１実施
形態と重複する説明を適宜省略する。
【００７６】
　図１６及び図１７に示されるように、デッキプレート４２は、設備配置予定位置である
貫通部４９と、貫通部４９に対して一対に設けられる補強部材４７とを備えている。貫通
部４９は、デッキプレート４２の山部４２ａと、谷部４２ｂの少なくとも一部とを含む大
きさとされている。貫通部４９には、例えばダクト５０が上下に貫通している。
【００７７】
　図１６に示されるように、一対の補強部材４７は、デッキプレート４２の山部４２ａ及
び谷部４２ｂが並ぶ第１方向Ｄ１に延在している。例えば、補強部材４７は、貫通部４９
の第２方向Ｄ２の両側に配置される。また、一対の補強部材４７は、例えば互いに平行と
なるように配置される。各補強部材４７は、例えばＬ型アングルである。
【００７８】
　第２実施形態に係る天井構造４１の施工方法について説明する。まず、山部４２ａ及び
谷部４２ｂを有するデッキプレート４２を配置する（デッキプレートを配置する工程）。
その後、貫通部４９の位置を挟むように一対の補強部材４７を配置し（補強部材を配置す
る工程）、貫通部４９を形成する（貫通部を形成する工程）。
【００７９】
　補強部材４７を配置する工程の後に貫通部４９を形成する工程を実行してもよいし、足
場又はサポート部材等がある場合には、補強部材４７を配置する工程の前に貫通部４９を
形成する工程を実行してもよい。但し、補強部材４７を配置する工程の後に貫通部４９を
形成した方が、事前にデッキプレート４２を補強でき安全性が一層高まることとなるため
好ましい。
【００８０】
　以上、第２実施形態に係る天井構造４１及び施工方法において、補強部材４７は、貫通
部４９を形成する部分に対して一対に設けられ、一対の補強部材４７は、山部４２ａ及び
谷部４２ｂが並ぶ第１方向Ｄ１に延在するように設けられている。従って、貫通部４９が
形成された部分の周囲に一対の補強部材４７を配置することができるので、貫通部４９の
周囲を確実に補強することができる。また、貫通部４９を形成する部分に予め一対に補強
部材４７を配置することができるので、貫通部４９を形成する前に予め貫通部４９の周囲
を補強することができる。
【００８１】
　以上、本発明の各実施形態について説明したが、本発明は、前述の各実施形態に限定さ
れるものではなく、各請求項に記載した要旨を変更しない範囲で変形し、又は他のものに
適用したものであってもよい。すなわち、本発明は、各請求項の要旨を変更しない範囲で
種々の変更が可能である。
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　例えば、前述の第１実施形態では、貫通部９に乗せられる板状部材が設備パネル３であ
る例について説明した。しかしながら、板状部材は設備パネル３に限定されず適宜変更可
能である。例えば、図１８に示されるように、設備パネル３に代えて、設備パネル３より
も薄く且つアルミニウム及び樹脂によって構成されたシート板５３を備えてもよい。シー
ト板５３は、例えば、アルポリック（登録商標）である。また、設備パネル３に代えて、
デッキプレート２，４２と同様のデッキプレートを板状部材として用いてもよい。このよ
うに、板状部材の形状は、平板状に限られず、凹凸を有するものであってもよい。また、
板状部材の形状、大きさ、配置、数及び材料は、適宜変更可能である。
【００８３】
　また、前述の実施形態では、ＣＴ形鋼である補強部材７について説明したが、補強部材
の形状は、ＣＴ形鋼に限られず適宜変更可能である。例えば、補強部材は、下向きに立ち
下がり部を有するものであってもよいし、又は角材であってもよい。補強部材の大きさ、
配置、数及び材料についても適宜変更可能である。また、デッキプレート及び調整板の形
状、大きさ、配置、数及び材料についても、前述の各実施形態に限られず適宜変更可能で
ある。
【００８４】
　また、前述の実施形態では、クリーンルームの天井を成す天井構造１について説明した
。しかしながら、本発明に係る天井構造及び施工方法は、クリーンルーム以外の構造物に
適用させることも可能である。
【符号の説明】
【００８５】
１，４１…天井構造、２，４２…デッキプレート、２ａ，４２ａ…山部、２ｂ，４２ｂ…
谷部、２ｃ，２ｆ…折り曲げ部、２ｄ…第１部分、２ｅ…第２部分、２ｇ…孔部、２ｈ…
第１傾斜面、２ｊ…第２傾斜面、２ｋ…傾斜部、３…設備パネル、３ａ…設備支持スペー
ス、３ｂ…上面、３ｅ…孔部、４…梁、５…柱、６，８…調整板、６ａ，６ｂ，８ａ，８
ｂ…折り曲げ部、７，４７…補強部材、７ａ…立ち上がり部、７ｂ…フランジ部、８ｃ…
立ち上がり片、９，４９…貫通部、１０…Ｚ金物、１０ａ…第１平板部、１０ｂ…立ち上
がり部、１０ｃ…第２平板部、１１，１２，１４，１４Ａ，１４Ｂ，１４Ｃ，１４Ｄ，１
４Ｅ，１９，２４～２７，２９，３４…シール材、１３，１３Ａ，１３Ｂ，１８…スペー
サ、１６…サポート板、２０…ビス、２１…接続部材、２１ａ…第１部分、２１ｂ…第２
部分、２１ｃ…第３部分、２２…鋼板、２３…シーリング材、２８，３９…パッキン、３
１，３５…照明、３２…配管、３３…支持材、３５ａ…本体部、３５ｂ…照明部、３６…
支持部材、３６ａ…柱部、３６ｂ…連結部、３６ｃ…支持部、３７…配線、３８…配線固
定部材、５０…ダクト、５３…シート板、Ｂ…ビス、Ｃ…クリーンパーティション、Ｄ１
…第１方向、Ｄ２…第２方向、Ｎ…ネジ、Ｒ…リベット。
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